
議第１２０号 

呉市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条

例の制定について 

 呉市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例を次のよ

うに定める。 

呉市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条

例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は，農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８

条第２項及び第１８条第２項の規定に基づき，呉市農業委員会の委員（以下「農

業委員」という。）及び農地利用最適化推進委員（以下「推進委員」という。）

の定数を定めるものとする。 

（農業委員の定数） 

第２条 農業委員の定数は，１９人とする。 

（推進委員の定数） 

第３条 推進委員の定数は，２０人とする。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成２９年８月１日から施行する。ただし，農業協同組合法等の

一部を改正する等の法律（平成２７年法律第６３号）附則第２９条第２項の規定

によりなお従前の例により在任するものとされた呉市農業委員会の選挙による委

員の全員が全てなくなったときは，そのなくなった日の翌日から施行する。 

（呉市報酬及び費用弁償条例の一部改正） 

２ 呉市報酬及び費用弁償条例（昭和２２年呉市条例第４２号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第２条第１１号から第１３号までを次のように改める。 

（11）農地利用最適化推進委員 月額 ３８,０００円 

(12) 固定資産評価審査委員会委員 日額 １１,１００円 

(13) 削除 

 

 

 

（提案理由） 

 農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い，農業委員会の委員及び農地利用最

適化推進委員の定数等を定めるため，この条例案を提出する。 


